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橋台工・橋脚工における３次元計測技術を用いた出来形管理費用について

Ｑ１ ＩＣＴ活用工事（ＩＣＴ構造物工）試行要領において、矢板工、既設杭工などの基
礎工は、３次元計測技術を用いた出来形管理を行う場合、変更契約時に共通仮設費率
と現場管理費率に補正係数を乗じることとなっています。
橋台工・橋脚工は、３次元計測技術を用いた出来形管理を行う場合、変更契約時に

共通仮設費率と現場管理費率を乗じることは可能でしょうか。

Ａ１ 国土交通省のＩＣＴ活用工事（構造物工（橋脚・橋台工））（案）実施要領では、積
算方法について、ＩＣＴ活用工事（擁壁工）積算要領に準じて積算することとなって
おり、３次元計測技術を用いた出来形管理を行う場合、共通仮設費率と現場管理費率
の補正をすることが可能となっています。
高知県のＩＣＴ活用工事（ＩＣＴ構造物工）試行要領に基づき、橋台工・橋脚工を

実施し、３次元計測技術を用いた出来形管理を行う場合、変更契約時に共通仮設費率
と現場管理費率に以下の補正係数を乗じることが可能です。
・共通仮設費率補正係数：1.2
・現場管理費率補正係数：1.1
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